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９
月
定
例
議
会

　欠員となっていた副町長に、10
月１日から田沢純一氏（52歳）が
就任しました。
　田沢氏は昭和62年４月に埼玉県
庁に入庁し、秘書課、広聴広報課、
埼玉スタジアム２００２公園管理
事務所長などを歴任されました。

副
町
長
に

　田
沢
純
一
氏

　前教育長の坂井貞雄氏の任期満
了に伴い、10月１日から高瀬浩氏
（60歳）が就任しました。
　高瀬氏は昭和53年４月に教職に
つかれ、伊奈中学校長、県教育局
南部教育事務所副所長、県立総合
教育センター総合企画長、小針北
小学校長などを歴任されました。

　結婚の大切な記念に、役所に提出する婚姻届
とは別に、手元に残せるものです。
　町ホームページからダウンロードするか、住
民課でお渡しします。ぜひ、ご利用ください。

　庁舎に来庁される方々への利便性の向上と公有財産の
有効活用を図るため、町役場東庁舎１階自動ドア横に町
内情報案内板および庁舎案内板を設置しました。町内の
公共施設や役場庁舎案内図、行事案内等を分かりやすく
表示しています。来庁の際はぜひご利用ください。

　なお、この案内板の設置および管理にかかる費用は、
事業者の広告料により賄われています。
3　総務課19２２２５

教
育
長
に

　
　高
瀬
浩
氏

手元に残せるオリジナル記念婚姻届

ができました

03　住民課19２１１４

町内情報案内板・庁舎案内板
を設置しました 「ふたりの出愛物語」

　埼玉県下一斉で、10月～12月を滞納整理強化期間とし、徴収の取り組みを
強化しています。これまで再三にわたり町税未納者に納税をお願いしてきまし
たが、このまま未納が続く場合は、税負担の公平性を確保するため、法律の規
定に基づき財産（不動産、預貯金、給与、生命保険等）の差押処分を執行しま
す。納めていない方は早急に納付してください。

◎督促状の送付
　納期限が過ぎても納付の確認ができな
い方に対し、督促状を送付します。
◎納税催告
　督促状を送付しても納付しない方に対
し、文書催告書の送付、電話催告、自宅
訪問を行います。
◎財産調査
　催告に応じない滞納者の財産につい
て、官公署・金融機関・生命保険会社な
どに対し調査します。

◎給与調査
　滞納者が給与所得者である場合は、給
与差押をするために、勤務先に対し給与
調査を行います。
◎滞納処分（財産差押・換価処分）
　納期限を過ぎても納付せず、税金を滞
納したまま放置しておくと、法律に基づ
き滞納者の意思に関わりなく強制的に財
産の差押などの処分を受けることになり
ます。差押の対象は、土地・建物、預貯
金、給与、生命保険などです。

　町税を納期限までに納めることが難しい場合は、収税課にご相談ください。平日
に来庁できない方のために、休日納税相談も実施しています。
　相談日：毎月最終日曜日　9時～16時
※相談日を変更する場合がありますので、来庁する場合は前もって相談日を確認願います。

◎相談窓口

3　収税課9２１４３

納期内の納付をお願いします。
（年金天引きの方を除きます。）
　町税等の納付は、便利な口座
振替をご利用ください。口座振
替申込書は、納付書に同封され
ているほか、役場収税課・福祉
課・保険医療課窓口にあります。
通帳および通帳使用印をご持参
のうえ、役場各窓口または取扱
金融機関でお申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の
翌月末以降の納期分からとなり
ます。

03　①②収税課19２１４３
　　③福祉課19２１２４
　　④保険医療課19２１７５

町税等の
納期のお知らせ

納期限　11月30日（水）

①固定資産税　　　　　  ４期
②国民健康保険税　　　  ５期
③介護保険料　　　　　  ５期
④後期高齢者医療保険料  ５期

納付は納期限までにお忘れなく

滞納処分の流れ
納
税
通
知
書

発
送 督

促
状
の

送
付

納
税
催
告

財
産
調
査

給
与
調
査

財
産
差
押

換
価
処
分

差押処分をします差押処分をします
滞納整理強化期間
催告等に応じない
　　　　滞納者には
催告等に応じない
　　　　滞納者には

防災行政無線を用いた訓練放送を行います防災行政無線を用いた訓練放送を行います

　地震など災害をはじめとする有事のときに備え、町の防災行政無線を用いた伝達
訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ※）から送
られてくる国からの情報を確実に皆様へお伝えするために全国で行われます。
　皆様のご理解、ご協力をお願いします。

※Ｊ－ＡＬＥＲＴとは、災害をはじめとす
る有事の際の緊急情報を、国から市区町村
へ、人工衛星などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
03　生活安全課19２２８２

（チャイム音）
＋「これは、テストです」×３
＋「こちらは、防災伊奈町です。」
（チャイム音）

当日は、町の防災行政無線から訓練放送が流れます。

実施日時 １１月２９日（火）１１時ごろ

放送内容
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④後期高齢者医療保険料  ５期

納付は納期限までにお忘れなく

滞納処分の流れ
納
税
通
知
書

発
送 督

促
状
の

送
付

納
税
催
告

財
産
調
査

給
与
調
査

財
産
差
押

換
価
処
分

差押処分をします差押処分をします
滞納整理強化期間
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　　　　滞納者には
催告等に応じない
　　　　滞納者には

防災行政無線を用いた訓練放送を行います防災行政無線を用いた訓練放送を行います

　地震など災害をはじめとする有事のときに備え、町の防災行政無線を用いた伝達
訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ※）から送
られてくる国からの情報を確実に皆様へお伝えするために全国で行われます。
　皆様のご理解、ご協力をお願いします。

※Ｊ－ＡＬＥＲＴとは、災害をはじめとす
る有事の際の緊急情報を、国から市区町村
へ、人工衛星などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
03　生活安全課19２２８２

（チャイム音）
＋「これは、テストです」×３
＋「こちらは、防災伊奈町です。」
（チャイム音）

当日は、町の防災行政無線から訓練放送が流れます。

実施日時 １１月２９日（火）１１時ごろ

放送内容
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